
訪問販売お断りステッカーに係る調査について 

 

本府において、悪質商法被害に遭う消費者心理の分析を踏まえた対応策の考察事業を京

都文教大学に委託し、平成23年３月に、「悪質商法被害に遭う消費者心理報告書」を作成

しました。「お断りステッカー」の効果等に関する部分の概要は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 調 査 期 間  平成22年11月～平成23年１月 

 

２ 調 査 方 法  調査用紙郵送、各地域の代表者が取りまとめて返送 回収率31.5% 

 

３ 調査協力者   255名(南山城29、六地蔵127、長岡京99) 

 

４ 調 査 項 目 

（１）「お断りシール」を貼る前と後での訪問販売の変化 

「変化はないように思う」  50.2% 

「訪問販売が減ったと思う」 20.3% 

「その他」         13.7% 

「無回答」                 15.8% 

 

（２）「お断りシール」を貼る前と後での気持ちの変化 

「これで訪問販売が減ると思った」    29.0% 

「気持ちの変化はなかった」       23.8% 

「安心感が高まった」          22.1% 

「必要のない勧誘は断れる自信がついた」 12.9% 

「その他」                              2.6% 

「無回答」                        9.6% 

 

（参考）京都府の現行ステッカーの配布等 

・作成時期  平成19年から 

・配布枚数  約22万枚 

・配布方法  くらしの安心・安全ネットワーク団体（福祉関係団体、消費者団体、

府警察等）や市町村、くらしの安心推進員等を通じて消費者に配布 

資料 ３ 



 


























